
10 月 1日（火）、赤い羽根共同募金運動が、全国一斉にスタートしました。この日、大網白里市社会
福祉協議会理事及び職員が JR 大網駅前に立ち、街頭募金へのご協力をお願いしました。ご協力く
ださった皆様、JR大網駅の皆様に心より感謝いたします。

社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
（社会福祉法人 千葉県共同募金会大網白里市支会）
〒299-3251千葉県大網白里市大網131-2　☎0475-72-1995　FAX 0475-72-1996

E-mail：mail@oamishakyo.com　 ホームページ：http://www.oamishakyo.com

発 行

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって発行されています。 ※再生紙を使用しています。
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街頭募金にご協力いただきありがとうございました

本会HP Ｘ（旧 Twitter）
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使用済み切手・プルトップを集めてボランティア
～ 捨てればゴミ　集めれば資源 ～

ハガキや封筒についている使用済みの切手（古切手）、ジュースなどの空き缶についているプルトップ、
皆さんはゴミとして捨てていませんか？使用済み切手やプルトップが役に立つことがあります。
社会福祉協議会では、使用済み切手やプルトップを収集し、リサイクルすることで、その収益を地域福

祉活動に役立たせていただています。
今までなら迷わずゴミ箱に捨ててしまっていたものでも、今日からは捨てる前に“収集ボランティア”

をしてみませんか？

消印が残るように切手の
周りを１cm程度残して
切り取ってください。

アルミ缶からプルトップ
だけを取り外してくだ
さい。

使用済み切手 プルトップ
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生活サポーター養成研修会に参加しませんか生活サポーター養成研修会に参加しませんか
地域に住んでいる高齢者のちょっとした困りごと、家事援助（掃除・買物等）や送迎などの支援に必要と

なる基礎知識を身につけるための｢生活サポーター養成研修｣を開催します。
当講座を受講することで、高齢者の生活支援を担う事業所やボランティア団体（事業所）での活動もで

き、またご自身・ご家族の介護予防に備えたスキルアップにもつながります。

日　　時　令和６年１１月２７日（水）・１１月２８日（木）９時３０分～１６時
会　　場　中央公民館
内　　容　 介護予防・日常生活支援総合事業の概要、生活サポーターの理解、活動内容・生活支援の方法、

高齢者の身体的特徴、事業所紹介とサービス提供の実践について、各事業所の活動紹介など
募集対象　両日参加可能で、市内に住民登録のある方
申込方法　社会福祉協議会の窓口または電話で申し込み
締　　切　１１月１５日（金）
問い合わせ・申し込み　大網白里市社会福祉協議会　☎0475(72)1995

生活サポーター養成研修会に参加しません生活サポーター養成研修会に参加しませんかか
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いざというときに備えて

「セブンあんしんお届け便」が市内を走ります

10月6日（日）、増穂小学校・中部コミュニティセン
ターで行われた大網白里市総合防災訓練に社会福祉
協議会が参加し、災害ボランティアセンター設置訓練
を行いました。社会福祉協議会の五支部の皆さんが参
加し、職員と共に南海トラフ地震、房総半島沖の地震
等、大きな被害をもたらすことが懸念される大地震の
発生を想定し、ニーズ班、ボランティア受付班、マッチン
グ班、資材班、総務班等、各班に分かれて訓練を行いま
した。

近い将来、起きることが予想されている大地震や、台
風、大雨災害に備え、いざという時に迅速に行動できる
ように訓練を行いました。

～　災害ボランティアセンター設置訓練を行いました　～

８月29日（木）、大網白里市役所で、セブン
あんしんお届け便の出走式が行われました。
現在、大網白里市内では、お買い物にお困りの
方のために数社の移動販売車が市内を回って
いますが、セブンあんしんお届け便が新しく加
わりました。セブンあんしんお届け便は、買い
物にお困りの方のご自宅まで商品を届けてく
れます。

大網白里市社会福祉
協議会では、市からの委
託事業である生活支援
体制整備事業の一環と
して、市内を回る移動販
売車を支援しています。



10 月 1日（火）、赤い羽根共同募金運動が、全国一斉にスタートしました。この日、大網白里市社会
福祉協議会理事及び職員が JR 大網駅前に立ち、街頭募金へのご協力をお願いしました。ご協力く
ださった皆様、JR大網駅の皆様に心より感謝いたします。

社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
（社会福祉法人 千葉県共同募金会大網白里市支会）
〒299-3251千葉県大網白里市大網131-2　☎0475-72-1995　FAX 0475-72-1996

E-mail：mail@oamishakyo.com　 ホームページ：http://www.oamishakyo.com

発 行

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって発行されています。 ※再生紙を使用しています。

1 41 4

令和６年11月

No.207
ささえあう  福祉できずく  まちづくりささえあう  福祉できずく  まちづくり

街頭募金にご協力いただきありがとうございました

本会HP Ｘ（旧 Twitter）

各 種 資 金 貸 付
比較的所得が少ない世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会比較的所得が少ない世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会

参加の促進をはかり、安定した生活を送れるように支援するために資金の貸付制度の相談を行っています。参加の促進をはかり、安定した生活を送れるように支援するために資金の貸付制度の相談を行っています。

生 活 福 祉 資 金 貸 付 制 度
他からの融資を受けられない所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者（65歳以

上）や身体障がい者（身体障害者手帳所持）、知的障がい者（療育手帳所持）、精神障がい者（精神障害者保健福祉手
帳所持）のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度で、千葉県社会福祉協議会が主体で市区町村の社
会福祉協議会が窓口となって運営しています。

「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類の資金があります。この制度の特徴
は、資金の貸付と民生委員・社協の生活支援とが一体となって、借受世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。

● 資金の種類

善 意 銀 行 資 金 貸 付 制 度
この制度は、市社協が実施主体として運営しており、大網白里市にお住いの方で必要な資金の融通を他の機関から受

けることが困難な低所得世帯へ緊急に必要となった少額の資金を一時的に融通し、生活の安定と自立更生の促進を図
るための資金貸付です。

● 貸付条件
＜借入申込人＞大網白里市に住民登録し１年以上居住する20歳～65歳未満の成年者で、貸付後も転居しない方
＜連帯保証人＞借入申込人と世帯を別とした65歳未満で連帯責任を負うに足りる資産、または安定した所得のある者。
　　　　　　　貸付後も転居しない方。場合によっては2名必要。
※借受申込人、連帯保証人どちらか一方がその世帯主として所有する土地及び家屋に居住しているものとする。

総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援（就労支援、家計指導等）と
生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる既定の条件に該当する世帯を対象とします。

 ※いずれもハローワーク千葉南で発行される書類が必要です。

福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯（療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る）を対象とします。

教育支援資金

　低所得世帯の方が就学に際し必要となる資金の貸付を行っています。就学するご本人が借受人となっていただき、世帯
の生計中心者が連帯借受人となっていただきます。なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。

不動産担保型
生活資金

　一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保
として毎月の生活費を貸し付けます。

（1）生活支援費 生活再建までに必要な生活費

（2）住宅入居費 敷金、礼金等の住宅の入居手続きの際に必要な費用（引越し費用は一時生活再建費で貸付け。
住宅支援給付の申請をしてからになります）

（3）一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要な費用

（1）福祉費 日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
（2）緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要となる小額の費用

（1）教育支援費 高校、専門学校、短大、大学で就学するために必要な授業料等の費用
（2）就学支援 高校、専門学校、短大、大学に入学するために必要な入学金、制服・教材購入のための費用

（1）不動産担保型生活資金
（2）要保護世帯向け不動産担保型生活資金

資 金 の 種 類 貸 付 限 度 額 償 還 期 間 据 置 期 間 備　　　考
１．家屋補修費 １５０，０００円以内 30ヶ月以内 3ヶ月 家屋補修
２．応急生活費 １００，０００円以内 20ヶ月以内 3ヶ月 不測の災害
３．医　療　費 １５０，０００円以内 30ヶ月以内 3ヶ月 疾病等の治療
４．支　度　費 ７０，０００円以内 14ヶ月以内 3ヶ月 就職・進学
５．葬　祭　費 ５０，０００円以内 10ヶ月以内 3ヶ月 葬祭
６．出　産　費 １００，０００円以内 20ヶ月以内 3ヶ月 出産
７．そ　の　他 １００，０００円以内 20ヶ月以内 3ヶ月

貸付制度に関する詳細等は、まずはお電話でご相談ください。社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５


